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平成２８年第４回（１２月）岬町議会定例会第２日会議録 

 

○平成２８年１２月７日（水）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町議会議場 

 

○出席議員 次のとおり１２名であります。 

  １番 坂 原 正 勝   ２番 辻 下 正 純   ３番 和 田 勝 弘 

  ５番 道 工 晴 久   ６番 松 尾   匡   ７番 反 保 多喜男 

  ８番 田 島 乾 正   ９番 奥 野   学   10番 出 口   実 

  11番 竹 原 伸 晃   12番 小 川 日出夫   13番 中 原   晶 

 

  欠席議員 ０ 名 

  欠  員 ０ 名 

  傍  聴 ０ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 危 機 管 理 監 中 田 道 徳 

副 町 長 中 口 守 可 地方創生企画政策監 西   啓 介 

副 町 長 種 村 誠 之 水道事業理事 鵜久森   敦 

教 育 長 笠 間 光 弘 

総務部理事兼 

財政改革部理事兼 

まちづくり戦略室理事  

佐 藤 博 昭 

まちづくり戦略室 

長兼町長公室長 
保 井 太 郎 

しあわせ創造部 

理     事 
串 山 京 子 

総 務 部 長 古 谷   清 都市整備部理事 家 永   淳 

財政改革部長 四至本 直 秀 都市整備部理事 早 野 清 隆 

しあわせ創造部長 古 橋 重 和 
まちづくり戦略室町長公室 

担当人事担当課長 
廣 田 尚 司 

都市整備部長 木 下 研 一 財政改革部副理事 相 馬 進 祐 

教 育 次 長 廣 田 節 子   
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○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 岸 本 保 裕 議会事務局係員 池 田 雄 哉 

 

○会  期 

   平成２８年１２月６日から１２月２２日（１７日） 

○会議録署名議員 

 １０番 出 口   実 １１番 竹 原 伸 晃 

 

議事日程 

  日程第１ 議案第７０号 専決処分の承認を求める件（平成２８年度岬町一般会計補正予算 

（第４次）） 

  日程第２ 議案第７１号 平成２８年度岬町一般会計補正予算（第５次）の件 

  日程第３ 議案第７２号 平成２８年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の件 

  日程第４ 議案第７３号 平成２８年度岬町下水道事業特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程第５ 議案第７４号 平成２８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算 

（第２次）の件 

  日程第６ 議案第７５号 平成２８年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 

補正予算（第１次）の件 

  日程第７ 議案第７６号 平成２８年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第２次）の件 

  日程第８ 議案第７７号 平成２８年度岬町水道事業会計補正予算（第１次）の件 

  日程第９ 議案第７８号 岬町企業立地促進条例を制定する件 

  日程第１０ 議案第７９号 岬町工場立地法地域準則条例を制定する件 

  日程第１１ 議案第８０号 岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する件 

  日程第１２ 議案第８１号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件 

  日程第１３ 議案第８２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件 

  日程第１４ 議案第８３号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件 

日程第１５ 議案第８４号 岬町税条例の一部を改正する件 

  日程第１６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

  日程第１７ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

  日程第１８ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

  日程第１９ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 
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（午前１０時００分 開会） 

○道工晴久議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、平成２８年第４回岬町議会定例会２日目を開会します。 

  ただいまの時刻は、午前１０時００分です。 

  本日の出席議員は、１２名です。 

  出席者が定足数に達しておりますので、本定例会は成立しました。 

  本定例会には町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより、本日の会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１、議案第７０号「専決処分の承認を求める件（平成２８年度岬町一般会計補

正予算（第４次））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。財政改革部長、四至本直秀君。 

○四至本財政改革部長 日程第１、議案第７０号、専決処分の承認を求める件（平成２８年度岬町一般

会計補正予算（第４次））につきまして、ご説明いたします。 

  本件につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  専決処分の理由といたしましては、岬ゆめ・みらい寄附金の増加に伴い関連予算に係る補正予算を

調製し、議会の議決を経る必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法

第１７９条第１項の規定により平成２８年１０月３１日付で専決処分いたしたものでございます。 

  ふるさと納税として岬ゆめ・みらい寄附金の申し込みが年末を迎え想定以上に増加したことから、

９月分から１０月分にかかる謝礼品等の予算に不足が生じましたことから補正予算の編成を行ったも

のでございます。 

  本来であれば１２月定例議会に補正予算を計上させていただくべきところではありますが、ふるさ

と納税をいただいた方に迅速に謝礼品の発送ができるよう、必要な額を専決処分させていただいたも

のであり、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、今後、必要な１１月分から３月分につきましてのふるさと納税にかかる関連予算につきまし

ては今議会の岬町一般会計補正予算（第５次）に計上させていただいております。 

  それでは、補正予算の内容につきましてご説明いたします。 

  補正予算書１ページをご参照願います。 
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  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５４４万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８２億８，４３７万１，０００円とするものでございます。 

  ２ページをご参照願います。第一表歳入歳出予算補正をご覧ください。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。なお、詳細につきましては、７ページ、８

ページに記載しておりますで、あわせてご参照願います。 

  寄附金といたしまして、岬ゆめ・みらい寄附金１，７００万円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、岬ゆめ・みらい寄附金繰入金８４４万７，０００円を計上いたしておりま

す。 

  内容といたしましては、寄附をいただいた方に寄附金額に応じて謝礼品を送るための財源といたし

まして繰入金を計上するものでございます。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明いたします。 

  ３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては９ページ、１０ページに記載しております

ので、あわせてご参照願います。 

  総務費につきましては８４４万７，０００円を計上いたしております。内容といたしましては、ふ

るさと納税の謝礼品にかかる経費として、岬ゆめ・みらい寄附謝礼８０２万５，０００円を、役務費

の通信運搬費として謝礼品の送付代金２１万９，０００円を、ふるさと納税応援サイト運営会社に対

するふるさと応援サイト掲載料１８万５，０００円を、委託料として謝礼品の保管、発送用のラベル

の作成等のゆめ・みらい寄附金謝礼品発送業務委託料１万８，０００円を計上いたしております。 

  続きまして、諸支出金といたしましては１，７００万円を計上いたしております。内容といたしま

しては、ふるさと納税として寄附をいただきました額を岬ゆめ・みらい基金への積立を行うものでご

ざいます。 

  以上が、本補正予算の内容でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 ７ページですが、ゆめ・みらい寄附金について、今年度の補正予算の金額は９，０９

５万円となっていますが、岬ゆめ・みらい寄附金の最終の予算は幾らぐらいになりますか。１点と。 

  ２点目は、謝礼の品物は町の特産品が対象となれば、地元の商店も活性につながります。その中で、

何に人気があるのか、何の品物が多かったのかお聞かせいただきたい。 
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  ３点目は、本町の住民が町外の自治体にふるさと納税として寄附した町税の減収額をお答え願いた

いのです。３点、お願いします。 

○道工晴久議長 地方創生企画政策監、西 啓介君。 

○西地方創生企画政策監 ただいまご質問いただきました３点につきましてご答弁をさせていただきま

す。 

  まず１点目の、今年度の岬ゆめ・みらい寄附金の最終的な予想額は幾らかという点でございますけ

ども、このふるさと納税というのは個人の意思によって行われるものでございますので、なかなか想

定がしにくいところがございます。 

  本町の場合、シャープの家電品を謝礼品として取り扱いを始めてから寄附額が増加しておりまして、

１１月３０日現在ではございますが、寄附金額として１億２，０００万円を超えている状況でござい

ます。 

  ただ、総務省のほうの通知もございまして、今後、家電製品の取り扱いについては不透明な部分も

ございます。一応、１２月には８，０００万円の補正予算を計上させていただいておりまして、平成

２８年度については、最終的には１億７，０００万円程度期待しているところでございます。 

  ２点目の謝礼品の人気があるのは何かというご質問でございますが、現在、ふるさと納税で謝礼品

を希望される件数が一番多いのが、やはりシャープの家電製品となってございます。 

  しかし、地元の特産品も頑張っておりまして、例えば干しシイタケとかコーヒーセット、それから、

とっとパークの回数券というのも人気のある謝礼品となってございます。 

  特に干しシイタケにつきましては、ふるさと納税を特集する雑誌にもお勧めの品として取り上げら

れたこともございます。 

  また、そのほかの商品につきましても、利用いただいた方からは好評をいただいているところでご

ざいます。 

  それから、３点目の町外の自治体への寄附の状況ということでございます。 

  本町の住民の方がふるさと納税で他の自治体に寄附を行った件数でございますが、平成２７年度分

で１３３件、８３４万８，０００円となってございます。 

  この平成２７年度のふるさと納税で当町の町民税が控除された額につきましては、平成２８年度分

でございますが３８９万２，０００円ということになってございます。 

  住民の方が岬町以外に寄附をされる件数というのは徐々に増えてきております。できるだけ地元に

貢献いただけるよう、引き続きＰＲをしていきたいと考えております。 

○道工晴久議長 和田勝弘君、よろしいですか。 
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○和田勝弘議員 ２点目の品物の件ですが、できるだけ地元の商品を扱えるというんですか、してもら

うように。 

  シイタケ、いろいろありますが、何かもっといいものないか、できるだけ考えていただきたいと思

いますので、地元の商品をできるだけ買っていただくように要望しておきます。 

○道工晴久議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 関連で教えてください。 

  先ほどシャープの製品が人気だといったことですが、大体、全体に占める何割ぐらいがシャープの

製品であるのか。 

  総務省の通達によってシャープの製品が取り扱えなくなるという可能性もあるのか、ないのか。 

  以上、２点お願いします。 

○道工晴久議長 地方創生企画政策監、西 啓介君。 

○西地方創生企画政策監 ただいまご質問いただきました２点につきましてお答えさせていただきます。 

  １点目の、まず全体のシャープの割合という点でございますが、現在、ちょっと手元に内訳を持っ

ておりませんが、昨年度、シャープの取り扱いを始めるまでは平成２６年度の数字として５０６万７，

２７７円が本町へのふるさと納税の寄附金ということになっております。ということは、ほとんどが

シャープの製品で占められているという状況でございます。 

  というのは、シャープの製品の場合、寄附額がどうしても大きくなりますので、どうしても額から

いいますと、その占める割合が多くなっているというところでございます。 

  ２点目の総務省からの通知の件でございますが、総務省からは本年４月１日付で、総務大臣名で都

道府県知事宛てに、返礼品の送付に当たっては寄附金の趣旨を踏まえた良識のある対応を行うことが

通知としてされてございます。 

  その通知の中では、金銭類似性の高いもの、プリペイドカードや商品券、電子マネー、ポイント、

マイル、通信料、それから資産性の高いものとして電気、電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等、

高額または寄附額に対し返礼品の割合の高いものをふるさと納税の趣旨に反する返礼品として送付す

る行為を行わないようにという通知がございました。 

  この通知は地方自治法第２４５条第４項に基づく技術的な助言であり、拘束力があるものではござ

いません。 

  本町ではこの通知を受け、現在、ふるさと納税サイトへの家電品の掲載は自粛しており、資産性が

高い高額な家電品については謝礼品から削除を行ったところでございます。 

  なお、今後の取り扱いにつきましては、国の今後の指導状況等も考慮して適切に判断してまいりた
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いと考えております。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 

  松尾 匡君。 

○松尾 匡議員 関連で、シャープ家電というのが本町のふるさと納税の謝礼品ということですけれど

も、サイトにシャープ家電というのを今、自粛しているということなんですけれども、大体、どこか

らのアクセスというのか、シャープ家電というのを目当てで来られている方はどこからお知らせとい

うか、知って本町に来ているのかというのをお知らせいただきたいなと思います。 

○道工晴久議長 地方創生企画政策監、西 啓介君。 

○西地方創生企画政策監 お答えさせていただきます。 

  現在、シャープの製品につきましては、いわゆるふるさと納税のサイトからは掲載を自粛させてい

ただいているところでございまして、岬町のホームページのみ掲載をさせていただいております。 

  寄附された方に、どういう経路で本町がこういう商品を取り扱っているかというアンケート等はし

ておりませんので、その辺はちょっと定かではございませんが、ホームページ等を見させていただき

ますと、ふるさと納税のお得な品物をＰＲするような個人的なサイトもございまして、恐らくそのあ

たりから情報を仕入れているのではないかなと考えております。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これより、議案第７０号「専決処分の承認を求める件（平成２８年度岬町一般会計補正予算（第４

次））」を起立により採決します。 

  本件は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、議案第７０号は承認することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２、議案第７１号「平成２８年度岬町一般会計補正予算（第５次）の件」を議

題とします。 
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  本件について、提案理由の説明を求めます。財政改革部長、四至本直秀君。 

○四至本財政改革部長 日程第２、議案第７１号、平成２８年度岬町一般会計補正予算（第５次）の件

につきまして、その概要を説明いたします。 

  内閣府が先日発表いたしました、今年７月から９月期の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値によります

と、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰは年率換算で２．２％の増加となっております。 

  個人消費や企業の設備投資などの国内需要は伸び悩んだものの、自動車や電子部品の輸出の持ち直

しが全体を押し上げた状況となっております。 

  しかし、今後、米国の環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）からの撤退や、英国の欧州連合（ＥＵ）と

の離脱交渉のほか、中国や新興国などの海外経済の先行きに懸念がされます。 

  これらの影響を受ける我が国の経済情勢は地方公共団体の財政にも影響を及ぼすことから、引き続

きこれらの動向を注視していく必要があると考えております。 

  本町におきましては、依然として厳しい財政運営状況が余儀なくされております。 

  今般の補正予算につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応などに伴う人件費の調整に

加え、緊急性の高い経費を中心に編成いたしております。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６，４９３万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８５億４，９３０万９，０００円とするものでございます。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページの第一表歳入歳出予算補正をご参照願います。なお、詳細につきましては９ページから１

６ページに記載いたしておりますので、あわせてご参照願います。 

  使用料及び手数料につきましては、２６１万１，０００円を計上いたしております。内容といたし

ましては、町有地等使用料といたしまして、多奈川地区多目的公園内の第二阪和国道延伸工事で発生

した土砂仮置き場の土地の賃貸借料の期間延長に伴い計上するものでございます。 

  国庫支出金につきましては、３，７４２万３，０００円を計上いたしております。主な内容といた

しましては、障害者居宅介護などの給付費の増加に伴う障害者自立支援給付費負担金２，５５１万３，

０００円を、障害児放課後デイサービスなどの給付費の増加に伴う障害児入所給付費等国庫負担金５

９６万２，０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

  府支出金につきましては２，０５４万円を計上いたしております。主な内容といたしましては、国

庫支出金と同様に障害者居宅介護などの給付費の増加に伴う障害者自立支援給付費負担金１，２７５

万６，０００円を、障害児放課後デイサービスなどの給付費の増加に伴う障害児入所給付費等府費負
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担金２９８万１，０００円、身体障害者及び知的障害者医療費助成事業補助金２４９万３，０００円

をそれぞれ計上するものでございます。 

  寄附金につきましては、８，０３５万円を計上いたしております。主な内容といたしましては、決

算見込を踏まえ、岬ゆめ・みらい寄附金８，０００万円、これにつきましては１１月分から３月分で

ございます。それと、個人や法人からの指定寄附を、小中学校、幼稚園、公民館の図書購入に充当す

るため、寄附合計で３５万円をそれぞれ計上いたしております。 

  繰入金につきましては、１億１，４７９万円を計上いたしております。主な内容といたしましては、

本補正予算編成に伴う財源調整といたしまして、財政調整基金繰入金７，４９２万５，０００円を減

額する一方、多奈川地区多目的公園事業用地売却に伴う多奈川財産区特別会計からの繰入金１億４，

７４６万６，０００円を増額計上するものでございます。 

  繰越金につきましては、平成２７年度決算の確定に伴い、前年度繰越金１，１０８万９，０００円

を計上いたしております。 

  諸収入につきましては、３６８万円を計上いたしております。内容といたしましては、後期高齢者

医療広域連合負担金、医療費定率ベースにかかる平成２７年度の精算に伴う返還金３４１万６，００

０円を消防団員退職に伴う報償金２６万円をそれぞれ計上いたしております。 

  町債につきましては、起債限度額の決定に伴い臨時財政対策債５５４万５，０００円を減額計上い

たしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては、１７ページ以降に記載しておりますので

あわせてご参照願います。 

  本補正予算につきましては、先ほど説明いたしました職員の人事異動や人事院勧告の対応などに伴

い給料、職員手当等、共済費の職員給与費にかかる予算について必要な調整を行っております。 

  議会費につきましては３３２万５，０００円を減額計上いたしております。主な内容といたしまし

ては、職員給与費のほか、議員報酬、議員期末手当を合わせて３５万２，０００円を計上いたしてお

ります。 

  総務費につきましては、６，１１２万５，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま

しては、職員給与費のほか、岬ゆめ・みらい寄附金をいただいた方に対する謝礼品発送などの事務経

費を合計で４，２２４万９，０００円を、地方創生総合戦略事業として出産祝い金や新築中古住宅取

得補助金を合計で２００万円をそれぞれ計上いたしております。 

  民生費につきましては、５，８９２万４，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま
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しては、職員給与費のほか障害者（児）居宅介護給付費などにかかる扶助費を合計で６，４３６万９，

０００円。障害者医療費４９８万７，０００円、障害児通所支援給付費などにかかる扶助費を合計で

１，０９８万４，０００円を計上いたしております。 

  衛生費につきましては、１，２０６万４，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま

しては、職員給与費のほか、がん検診推進事業国庫補助金返還金７万円を計上いたしております。 

  農林水産事業費につきましては、２５２万３，０００円を計上いたしております。主な内容といた

しましては、職員給与費のほか小島漁港内の公衆便所整備事業設計業務委託料７０万円を計上いたし

ております。 

  商工費につきましては、７４８万８，０００円を減額計上いたしております。主な内容といたしま

しては、職員給与費のほか海釣り公園管理運営円滑化補助金１００万円を計上いたしております。 

  土木費につきましては、１，５２４万９，０００円を減額計上いたしております。主な内容といた

しましては、職員給与費のほか多奈川地区多目的広場整備に伴う工事請負費と備品購入において５５

９万２，０００円の費目間更正を行うものでございます。 

  消防費につきましては、消防団員退職に伴う報償金２６万４，０００円を計上いたしております。 

  教育費につきましては、９５６万７，０００円を減額計上いたしております。主な内容といたしま

しては、職員給与費のほか、個人や法人からの指定寄附を財源に、小中学校、幼稚園、公民館の図書

購入費を合計で３５万円、小学校改修工事として多奈川小学校内の浄化槽改修工事５８万７，０００

円、淡輪青少年運動広場便所改修４９万７，０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

  ４ページをご参照願います。 

  諸支出金につきましては、１億６，５６６万７，０００円を計上いたしております。主な内容とい

たしましては、多奈川地区多目的公園内の土地を第二阪和国道の延伸工事で発生した土砂の仮置き場

にかかる町有地使用料、多奈川地区多目的公園事業用地売却にかかる多奈川地区財産区特別会計繰入

金をそれぞれ財源として、多奈川地区多目的公園管理基金８，５６６万７，０００円を積み立てるも

ののほか、ふるさと納税といたしまして岬ゆめ・みらい寄附金８，０００万円を基金に積み立てを行

うものでございます 

  続きまして、５ページをご参照願います。第二表地方債補正をご覧ください。 

  歳入に計上いたしております臨時財政対策債につきまして、起債の限度額を２億７，２００万円か

ら２億６，６４５万５，０００円に変更を行うものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の

方法につきましてはご覧のとおりとなっております。 

  以上が補正予算の概要でございます。 
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  なお、本件は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご

審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱

的質疑を受けたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議案となっております「平成２８年度岬町一般会計補正予算（第５次）の件」については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思いま

す。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第３、議案第７２号「平成２８年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２

次）の件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程第３、議案第７２号、平成２８年度岬町国民健康保険特別会計補正予算

（第２次）の件につきましてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応に伴う人件費の調整、増加が見

込まれる医療費の増額及び低所得者にかかる保険料の政令軽減相当額を公費で補填する保険基盤安定

事業費の決定に伴う繰入金について編成をいたしております。 

  議案書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１８４万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億３，７８３万円とするものでござい

ます。 
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  歳入予算の概要についてご説明いたします。議案書の２ページをご参照ください。なお、詳細につ

きましては７ページから１０ページに記載をいたしておりますので、あわせてご覧ください。 

  まず、国庫支出金、国庫負担金といたしまして２，６９４万７，０００円を計上いたしております。

内容といたしましては、医療費の増加に伴う療養給付費負担金として４５１万５，０００円及び前年

度の医療費の確定に伴い精算交付されます療養給付費等負担金２，２４３万２，０００円となってお

ります。 

  また、国庫補助金につきましては、医療費の増加に伴い普通調整交付金３８万３，０００円を増額

計上するとともに、次の府支出金、府補助金におきましても同様に普通調整交付金２９万７，０００

円を増額計上いたしております。 

  次に、繰入金といたしまして、他会計繰入金を５７８万５，０００円減額計上いたしております。

内容といたしましては、低所得者にかかる保険料の政令軽減の決定に伴い、保険基盤安定繰入金減額

分として９５万６，０００円。また、同じく支援分について１３３万６，０００円をそれぞれ減額す

るとともに、職員の人事異動や人事院勧告への対応に伴う人件費の調整に伴い３４９万３，０００円

を減額するものでございます。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明申し上げます。議案書は３ページを、詳細につきまし

ては１１ページ、１２ページをあわせてご覧ください。 

  総務費、総務管理費につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応に伴う人件費の調整と

して３４９万３，０００円を減額いたしております。 

  次に、保険給付費につきましては、療養諸費において低所得者にかかる保険料の政令軽減による繰

入金の減額に伴う財源構成を行うとともに、高額療養費につきましては医療費の増加が見込まれるこ

とから、２，５３３万５，０００円を増額計上いたしております。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の

件」については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第４「議案第７３号、平成２８年度岬町下水道事業特別会計補正予算（第１次）

の件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。都市整備部長、木下研一君。 

○木下都市整備部長 日程第４、議案第７３号、平成２８年度岬町下水道事業特別会計補正予算（第１

次）の件についてご説明させていただきます。 

  今般の補正予算につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応などに伴う人件費の調整に

よるものでございます。 

  予算書の１ページを参照願います。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２８０万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６億４，３８２万５，０００円とするものでございます。 

  まず、歳入といたしまして２ページをご参照願います。なお、詳細につきましては７ページ、８ペ

ージに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  繰入金、一般会計繰入金といたしまして、職員の人事異動や人事院勧告への対応などに伴う人件費

の調整により２８０万９，０００円を減額し、２億７，２９２万円とするものでございます。 

  次に、歳出といたしまして、３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては９ページ、１

０ページに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  総務費、下水道総務費につきましては、歳入でご説明いたしましたように、職員の人事異動や人事

院勧告への対応などに伴う人件費の調整により２９０万３，０００円の減額を行い、１億６２２万９，

０００円とするものでございます。 

  次に、事業費、下水道事業費につきましては、職員の人事異動や人事院勧告の対応などに伴う人件
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費の調整により９万４，０００円の増額を行い、９，９６６万１，０００円とするものでございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の上、議決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町下水道事業特別会計補正予算（第１次）の件」

については会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第５、議案第７４号「平成２８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第２次）の件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程第５、議案第７４号、平成２８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘

定）補正予算（第２次）の件についてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、職員の人事異動や人事院勧告に伴う人件費の調整及び介護サービスの

見込量に基づく介護給付費等の調整にかかる経費について計上いたしております。 

  議案書の１ページをお開きください。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１９億１，０２２万７，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 
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  議案書の２ページをご参照ください。なお、詳細につきましては７ページから１０ページに記載を

しておりますので、あわせてご参照願います。 

  まず、保険料、介護保険料につきましては、第１号被保険者保険料として１９１万円を計上いたし

ております。 

  次に、国庫支出金、国庫負担金につきましては、介護給付費１５万９，０００円を計上いたしてお

ります。 

  また、国庫補助金につきましては、２１２万６，０００円を計上いたしております。内容といたし

ましては、地域支援事業費における人件費の調整に伴い地域支援事業交付金（介護予防事業）２２５

万２，０００円を増額するとともに、地域支援事業交付金、包括的支援事業（任意事業）１２万６，

０００円を減額計上いたしております。 

  次に、支払基金交付金につきましては、国庫補助金と同様に、地域支援事業費における人件費の調

整に伴い地域支援事業交付金２５２万２，０００円を増額計上いたしております。 

  府支出金、府負担金につきましては、介護給付費負担金１５万９，０００円を減額計上いたしてお

ります。また、府補助金につきましては１００万３，０００円を計上いたしております。内容といた

しましては、地域支援事業費における人件費の調整に伴い地域支援事業交付金（介護予防事業）１１

２万６，０００円を増額するとともに、地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）６万３，

０００円を減額計上いたしております。 

  なお、これらの歳入予算につきましては、歳出予算において計上いたしております保険給付費及び

地域支援事業費を介護保険制度に基づく負担割合に応じて算定し、計上しているものでございます。 

  次に、繰入金、一般会計繰入金につきましては、６８８万５，０００円を減額計上いたしておりま

す。内容といたしましては、地域支援事業費における人件費の調整に伴い地域支援事業繰入金（介護

予防事業）１１２万６，０００円を増額及び地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）６万

３，０００円を減額するとともに、総務費における人件費の調整に伴い、その他一般会計繰入金７９

４万８，０００円を減額計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  議案書の３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては１１ページ以降に記載をいたして

おりますので、あわせてご覧ください。 

  まず、総務費、総務管理費につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応に伴う人件費の

調整など７９４万８，０００円を減額するものでございます。 

  次に、保険給付費につきましては、それぞれのサービスにおける見込量に基づき調整するもので、
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まず介護サービス等諸費につきましては、居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費を初め

減少が見込まれることから１，１０２万３，０００円を減額するとともに、介護予防サービス等諸費

につきましては、介護予防サービス給付費をはじめとして増加が見込まれることから８７１万３，０

００円を増額計上いたしております。 

  また、高額介護サービス等費につきましても、高額介護サービス費に増加が見込まれることから２

３１万円を増額計上いたしております。 

  なお、これらの補正予算額の合計としては増減はなく、保険給付費の補正額といたしましてはゼロ

となってございます。 

  次に、地域支援事業費につきましては、職員の人事異動や人事院勧告への対応に伴う人件費の調整

に伴い、介護予防事業費において９００万７，０００円を増額計上するとともに、包括的支援事業、

任意事業を３２万３，０００円減額計上いたしております。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第２次）の件」については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○道工晴久議長 日程第６、議案第７５号「平成２８年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）補正予算（第１次）の件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程第６、議案第７５号、平成２８年度岬町介護保険特別会計（介護サービ

ス事業勘定）補正予算（第１次）の件につきましてご説明いたします。 

  本会計は、地域包括支援センターの機能の一つである指定介護予防支援事業所として要支援者のケ

アプランにかかる経費を経理いたしております。 

  今回の補正予算につきましては、要支援者のケアプラン件数が増加していることに伴い、地域包括

支援センターから居宅介護支援事業所に委託する件数が増加する見込みであることから、委託にかか

る所要額を調整するものでございます。 

  議案書の１ページをお開きください。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１，９５３万８，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  議案書の２ページをご参照ください。なお、詳細につきましては７ページ、８ページに記載してお

りますので、あわせてご参照願います。 

  サービス収入、予防給付費収入としまして、居宅予防計画費収入として１７４万円を計上いたして

おります。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  議案書の３ページをご参照ください。なお、詳細につきましては９ページ、１０ページに記載をい

たしておりますので、あわせてご参照願います。 

  事業費、居宅サービス事業費といたしまして、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への

委託件数の増加が見込まれることから、サービス計画原案作成負担金１７４万円を増額するものでご

ざいます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補

正予算（第１次）の件」については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第７、議案第７６号「平成２８年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第２

次）の件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。総務部長、古谷 清君。 

○古谷総務部長 日程第７、議案第７６号、平成２８年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第２

次）の件につきまして、概要を説明させていただきます。 

  本補正予算のポイントは二つございます。一つは財産区有地を株式会社コーヨークリエイト及びマ

エキンへ売却したことにかかる土地売払収入と充当先の予算化であります。 

  もう一つは、財産区有地を町を通じて浪速国道事務所に第二阪和国道延伸工事にかかる土砂の仮置

き場として賃貸借してきましたが、今年度、契約期間を一部延長したことに伴う財産区収入と充当先

の予算化でございます。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４，７９４万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億１，４１７万２，０００円とするものでございます。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。２ページの第一表歳入歳出予算補正をご参

照願います。なお、詳細につきましては７ページ、８ページに記載しておりますので、あわせてご参

照願います。 

  財産収入といたしまして、多奈川地区多目的公園内の企業誘致に伴う土地売払収入２億４，７１４
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万７，０００円を計上いたしております。 

  繰入金といたしまして、一般会計繰入金８０万４，０００円を計上いたしております。これは、多

奈川地区多目的公園内の土地を第二阪和国道延伸工事にかかる土砂の仮置き場として浪速国道事務所

との間で賃貸借してきましたが、これの期間延長に伴うものでございます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。３ページをご参照願います。なお、詳細に

つきましては９ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  諸支出金につきましては、歳入予算で計上いたしております土地売払収入及び一般会計繰入金を財

源といたしまして、多奈川地区財産区基金積立金として１億４８万２，０００円、一般会計繰出金１

億４，７４６万６，０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

  歳入予算で財産収入といたしまして土地売払収入をちょっと言い間違ったようでございます。正確

には土地売払収入といたしまして２億４，７１４万４，０００円を計上しているところでございます。 

  以上、訂正いたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第２次）の

件」については会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○道工晴久議長 日程第８、議案第７７号「平成２８年度岬町水道事業会計補正予算（第１次）の件」

を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。水道事業理事、鵜久森 敦君。 

○鵜久森水道事業理事 日程第８、議案第７７号、平成２８年度岬町水道事業会計補正予算（第１次）

の件についてご説明いたします。 

  今般の補正予算につきましては、人事異動や人事院勧告に基づく職員給与費等の調整を行うもので

ございます。 

  予算書の１ページをご参照願います。なお、詳細につきましては２ページから３ページに記載され

ておりますので、あわせてご参照願います。 

  第２条の収益的支出では、水道事業費用のうち営業費用について１万３，０００円の増額でありま

す。内訳としましては、職員の給与費等を増額するものでございます。 

  第３条では、議会の議決を経なければ流用できない経費を定めており、今回の収益的支出における

職員給与費の総額を６，０１８万５，０００円から６，０１９万８，０００円に改めるものでござい

ます。 

  以上が、平成２８年度岬町水道事業会計補正予算（第１次）の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託されると聞き及んでおります。よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成２８年度岬町水道事業会計補正予算（第１次）の件」につい

ては会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 
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  よって、本件については事業委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第９、議案第７８号「岬町企業立地促進条例を制定する件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。地方創生企画政策監、西 啓介君。 

○西地方創生企画政策監 日程第９、議案第７８号、岬町企業立地促進条例を制定する件についてご説

明をさせていただきます。 

  提案理由といたしましては、本町における企業の立地と事業規模の拡大を促進するため、本条例を

制定するものでございます。 

  岬町では企業立地の推進を図るため、岬町企業誘致に関する条例を制定して進出事業者への優遇措

置を講じておりますが、岬町企業誘致に関する条例は、平成２９年２月２８日に条例の有効期限を迎

えることとなります。 

  多奈川地区多目的公園事業活動ゾーンへの企業誘致においては、本町の優遇措置が一定の効果を見

せたところであり、また、大阪府の優遇措置は市町村の優遇措置の指定を受けることが条件となって

いることから、多奈川発電所跡地への企業誘致や多目的公園進出事業者の事業拡大を図るため、引き

続き優遇措置を講じたく、岬町企業立地促進条例を制定するものでございます。 

  また、今回の条例の制定にあわせて優遇措置の内容の見直しを行い、地元事業者の育成及び地域雇

用の促進を図る優遇措置の拡大を図りたいと考えております。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  議案書の裏面をご覧ください。 

  なお、本条例についての施行上必要な詳細な要件等につきましては、規則で定めることといたして

おりますので、その内容を盛り込んだ条例の概要を添付資料として議案書と一緒に配付をさせていた

だいております。そちらの資料もあわせてご参照願います。 

  第１条は条例の目的を定めるもので、この条例は本町における企業の立地と事業規模の拡大を促進

するため必要な優遇措置を講じ、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的としております。 

  第２条は用語の定義で、本条例の用語の意義を規定しており、第４号で優遇措置の対象となる新設

等の行為を定めております。 

  本町の区域内に事業所を有しない事業者が対象施設を設置する行為のほか、本町内に事業所を有す

る事業者が対象施設を新設、増設、建て替えする行為、空き施設を対象施設として活用する行為を優

遇措置の対象とする行為として定めております。 
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  なお、優遇措置の適用を受ける対象施設については、規則で定めることとし、工場、物流施設、試

験研究施設、本社、データセンター、小売店舗、宿泊施設、その他町長が認める施設とし、風俗営業

等の施設やごみ処理施設等、町長が条例の目的に合致しないと認める事業を除くことといたしており

ます。 

  第３条は優遇措置の内容を定めるもので、優遇措置として指定事業者に助成金を交付することを定

めております。 

  第４条は助成金の種類と額を定めるもので、助成金として施設設置助成金、雇用促進助成金、水道

料金助成金を定めております。 

  なお、現条例で定めている用地取得助成金につきましては、多奈川地区多目的公園への事業用地へ

の企業立地が完了したことから、対象となる町有地等がないため廃止をしております。 

  第１号の施設設置助成金につきましては、現条例と同様に、固定資産税の収納額に２分の１を乗じ

て得た額を５年間助成するものですが、町財政への影響も考慮し、１年分の助成額に２，０００万円

の上限を設けることといたしております。 

  第２条の雇用促進助成金につきましては、現条例と同様に１人当たり１０万円の助成を行うもので

すが、地域の雇用、定住の促進を図るため、助成の対象者を操業開始の日から３年間に新規雇用され

た者とともに、転勤者も対象とし、上限額については現条例と同額の、総額２００万円といたしてお

ります。 

  なお、助成対象となる者の要件につきましては、規則で詳細を定めることとし、新規雇用された者

は操業開始以前から本町の住民であった者、転勤者については住民になった者をそれぞれ対象といた

しております。 

  第３条の水道料金助成金につきましては現条例と変更はなく、水道料金の１０分の３を水道使用開

始の月から３年間助成を行うもので、１年分につき１００万円を限度といたしております。 

  第５条は、優遇措置の指定の要件を規則で定めることを定めております。 

  規則では、延べ床面積が１，０００平方メートルを超え、投下固定資産総額が５，０００万円を超

える対象施設の新設等の指定の要件とし、暴力団員等や町税に滞納がないことを条件として定めるこ

ととしております。 

  第６条は、優遇措置の指定の申請手続を規則で定めることを定めており、規則では申請書類、申請

の期限を定めることとします。 

  第７条は、優遇措置の指定の手続を定めており、町長が申請内容を審査し、必要な調査を行い、本

条例の目的、指定の要件に該当するときは優遇措置の指定を行うこと。 
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  また、指定に当たっては条件を付すことができることを定めております。 

  第８条は、指定を受けた内容の変更手続を定めており、指定を受けた申請内容を変更しようとする

ときは、町長に変更申請を行い、申請内容を町長が審査し、適当と認めるときは変更を承認すること

を定めております。 

  第９条は、優遇措置の指定の取り消し要件を定めており、事業開始後１０年以内に事業を休廃止し

たとき、優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき、町税や水道料金を滞納したとき、重大な法令違

反等があったときなどに指定を取り消すことができること、指定の取り消しを受けた場合は、自然災

害等やむを得ない事情がある場合以外は既に交付した助成金の全部または一部の返還を命じることを

定めております。 

  第１０条は、助成金の返還が命ぜられたときの滞納金を定めており、納期限までに納付しないとき

は、岬町税条例第１９条の規定により計算した延滞金を加算することを定めております。 

  第１１条は、助成金の交付申請等を定めており、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定

めるところにより町長に申請を行い、交付要件に該当すると認めるときは助成金の交付を行うことを

定めております。 

  規則では、助成金の種類ごとに申請の期間、添付書類の内容を定めることとします。 

  第１２条は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは指定業者に対し、報告若しくは書類の

提出を求めることができることを定めております。 

  第１３条は、指定事業者の地位の承継を定めており、譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継

した事業者は、当該事業が継続される場合に限り本条例に規定する権利義務を承継することを定めて

おります。 

  第１４条は、規則委任を定めるもので、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを定め

ております。 

  附則第１項として、この条例は平成２９年３月１日から施行することを定めております。 

  附則第２項として、この条例の有効期間は３年間とし、平成３２年３月３１日限りで条例の効力を

失うことを定めております。 

  附則第３項として、この条例の優遇措置の指定を受けた事業者は、この条例の執行後も経過措置と

してこの条例の効力を有し、助成を受けることができることを定めております。 

  附則第４項として、現行の岬町企業誘致に関する条例で優遇措置の指定を受けた事業者については、

地域雇用の促進を図るため、この条例の雇用促進助成金の適用を受けることができることを定めてお

ります。 
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  ただし、現行条例の雇用促進助成金の交付を受けたものを対象から除外し、既に交付された助成金

を総額限度額から減額し、二重に助成を受けることがないように定めております。 

  以上が、岬町企業立地促進条例案の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「岬町企業立地促進条例を制定する件」については会議規則第３９

条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１０、議案第７９号「岬町工場立地法地域準則条例を制定する件」を議題とし

ます。 

  本件について提案理由の説明を求めます。地方創生企画政策監、西 啓介君。 

○西地方創生企画政策監 日程第１０、議案第７９号、岬町工場立地法地域準則条例を制定する件につ

いてご説明をさせていただきます。 

  提案理由といたしましては、平成２９年４月１日施行の改正工場立地法（昭和３４年法律第２４

号）第４条の２第１項の規定に基づき、特定工場の緑地面積率等の地域準則を定めるため、本条例を

制定するものでございます。 

  本条例の概要を添付資料として議案書と一緒に配付させていただいておりますので、そちらの資料

もあわせてご参照願います。 
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  工場立地法は、工場の新増設を行う際に一定規模以上の工場を対象として工場敷地内における生産

施設や緑地、環境施設の面積割合の基準を定めております。 

  工場立地法では、これまで都道府県、市及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成

及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法の第５条に規定する基本計画の存する町村におい

て一定の範囲内で独自の基準を定めることが可能となっており、本町では企業立地促進法の基本計画

を平成２４年に策定を行い、岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例を設けて、多奈川臨海地区及び多奈川地

区多目的公園において緑地等の緩和措置を講じてまいりました。 

  企業立地促進法の本町の基本計画が平成２９年３月３１日で計画期間を迎えることから、緑地等の

緩和措置を講じる同条例も同日付で廃止することとなります。 

  一方で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律、いわゆる第６次地方分権一括法の施行により工場立地法が改正され、平成２９年４月１日から

町村においても緑地等の緩和の基準を設けることが可能となることから、現在、緩和措置を講じてい

る多奈川臨海地区及び多奈川地区多目的公園において企業立地の促進を図るため、引き続き緩和措置

を講じたく、本条例を制定するものでございます。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  議案書の裏面をご覧ください。 

  第１条は条例の趣旨を定めるもので、この条例は工場立地法第４条の２第１項の規定に基づき、法

第４条第１項の規定により公表された準則に変えて適用すべき準則を定めるものとします。 

  第２条は用語の定義で、本条例の用語の意義は工場立地法において使用する用語の例によるものと

します。 

  第３条は、緑地面積等の緩和措置を定めております。工場立地法では、製造業、電気、ガス、熱供

給業で敷地面積が９，０００平方メートル以上または建築面積が３，０００平方メートル以上の工場

を特定工場とし、特定工場の新増設を行う際の生産施設や緑地、環境施設の敷地面積に対する割合等

の基準を定めており、国の準則では緑地は工場敷地の２０％以上、緑地を含めた環境施設は工場施設

の２５％以上設けることとされております。 

  また、現在、関西電力多奈川発電所跡地の多奈川臨海地区、多奈川地区多目的公園事業活動ゾーン

においては、企業立地を促進させるため、緑地面積率は１０％以上、環境施設面積率は１５％以上に

緩和をしており、引き続き同じ割合で緩和するものです。 

  なお、区域については国が定める基準により都市計画法で定める区域区分により範囲を明確にし、
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工業地域及び多奈川地区多目的公園地区地区計画の区域としております。 

  工業地域は多奈川から深日地区にかけての臨海部が指定されており、関西電力や新日本工機が立地

している地域となっております。 

  なお、工業地域における国が定める緩和の基準は、緑地面積率が５％以上２０％未満、環境施設面

積率が１０％以上２５％未満となっております。 

  第４条では、工場の敷地が２以上の区域にわたる場合の適用についての基準を定めており、敷地割

合の高い方の区域として取り扱うことを定めております。 

  附則第１項として、この条例は工場立地法の改正条項が施行される平成２９年４月１日から施行す

ることを定めております。 

  附則第２項として、現在、緑地緩和措置を実施している岬町企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例を企業立地

促進法の基本計画の計画期限である平成２９年３月３１日に廃止することを定めております。 

  附則第３項として、昭和４９年６月２８日以前に設置されている特定工場についての経過措置を定

めております。 

  昭和４９年３月３１日に施行された工場立地法の一部改正において緑地面積率及び環境施設面積率

が定められ、昭和４９年６月２９日以後に工事が開始される工場に対して適用されることとなったこ

とから、昭和４９年６月２８日以前に設置された工場の増設に伴う緑地面積率等の算定方法が国の基

準で定められており、それを準則で定めるものでございます。 

  以上が、岬町工場立地法地域準則条例案の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「岬町工場立地法地域準則条例を制定する件」については会議規則
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第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１１、議案第８０号「岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長公室長、保井太郎君。 

○保井町長公室長 日程第１１、議案第８０号、岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する件につきまして、ご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じ、本

条例に所要の改正を行うものであります。 

  改正内容につきましては、議案書とともに配付しております資料、一般職の職員の給与に関する条

例等の一部改正の概要に沿ってご説明させていただきますのでご用意のほどお願いいたします。 

  また、お手元の議案書、新旧対照表もあわせてご参照ください。 

  それでは、概要資料の１ページ、Ａ、平成２８年度人事院勧告関連文の下段の①岬町議会議員の議

員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の部分をご参照ください。 

  改正内容は、期末手当の支給月数の引き上げで、０．１月を引き上げるものでございます。 

  一覧表をご覧ください。 

  上段、現行では６月期に２．０月、１２月期に２．１５月、計４．１５月でございます。 

  平成２８年１２月期は人事院勧告に基づき０．１月分を１２月期に加え２．２５月、年間では計４．

２５月とするものです。この内容が第１条です。 

  次に、平成２９年６月期以降では、平成２９年度以降の対応として、増加となった０．１月分を０．

０５月ずつ均等に６月期と１２月期に配分し、６月期は２．０５月に、１２月期は２．２月とするも

のでございます。この内容を第２条で規定してございます。 

  施行期日は、附則第１項では、交付の日から施行と規定しております。第２条につきましては、平

成２９年４月１日からの施行としております。 

  附則第２項は、今年度の１２月期に改正後の支給月数で支給できるよう期末手当の支給基準日であ

る平成２８年１２月１日に遡及する規定でございます。 
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  附則第３項は、期末手当の内払い規定です。改正前に現行月数で支給された期末手当を内払いとみ

なすものでございます。 

  以上が改正内容でございます。 

  なお、本件は総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する件」については会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１２、議案第８１号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件」

を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長公室長、保井太郎君。 

○保井町長公室長 日程第１２、議案第８１号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

につきまして、ご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じ、本

条例に所要の改正を行うものであります。 

  内容につきましては、議案書とともに配付しております資料一般職の職員の給与に関する条例等の

一部改正の概要に沿ってご説明させていただきます。 
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  あわせて議案書、新旧対照表もご参照ください。 

  それでは、概要資料の１ページ、Ａ、平成２８年度人事院勧告関連文の中ほどの②特別職、町長、

副町長、教育長の職の給与に関する条例の一部改正の部分をご覧ください。 

  改正内容は、先ほどの議会議員の皆様と同じく期末手当の支給月数の引き上げで、０．１月分を引

き上げるものでございます。 

  一覧表をご覧ください。 

  現行は６月期に２．０月、１２月期に２．１５月、計４．１５月でございます。 

  平成２８年１２月期は人事院勧告に基づき０．１月分を１２月期に加え２．２５月、年間では計４．

２５月とするものでございます。これが第１条でございます。 

  次に、平成２９年６月期以降では、平成２９年度以降の対応として、増加となった０．１月分を０．

０５月ずつ均等に６月期と１２月期に配分し、６月期は２．０５月に、１２月期は２．２月とするも

のでございます。この内容を第２条で規定しております。 

  施行期日は、附則第１項は、交付の日から施行と規定しております。第２条につきましては、平成

２９年４月１日からの施行としております。 

  附則第２項は、今年度の１２月期に改正後の支給月数で支給できるよう期末手当の支給基準日であ

る平成２８年１２月１日に遡及する規定です。 

  附則第３項は、期末手当の内払い規定です。改正前に現行月数で支給された期末手当を内払いとみ

なすものでございます。 

  以上が改正内容でございます。 

  なお、本件は総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件」について
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は会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１３、議案第８２号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件」

を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長公室長、保井太郎君。 

○保井町長公室長 日程第１３、議案第８２号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

につきまして、ご説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の改正等に準じ

て、本条例に所要の改正を行うものであります。 

  改正内容につきましては、人事院勧告に基づく給与のほか、休職者の給与に関しても一部所要の改

正を加えております。 

  先ほどの概要資料に沿ってご説明させていただきます。 

  お手元の議案書、新旧対照表もご参照ください。 

  資料の２ページ目、③一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の部分をご参照ください。 

  改正内容は、勤勉手当の支給月数の引き上げで、正職員０．１月、再任用職員０．０５月です。月

例給に関しては平均改定率０．２％の引き上げ、若年層は１，５００円程度、その他４００円の引き

上げを基本とするものでございます。 

  一覧表をご覧ください。 

  一般職は期末手当と勤勉手当に分けて表にしております。上段が正職員、下段が再任用職員の期末

手当と勤勉手当の支給月数を表記しております。 

  また、上段の正職員の表ですが、現行では勤勉手当の６月期と１２月期はともに０．８月で、計１．

６月でございます。期末手当の２．６月を合わせますと、合計で４．２月の支給となっております。 

  平成２８年１２月期では人事院勧告に基づき勤勉手当に０．１月を加え、１２月期の勤勉手当を０．

９月とするものです。合計で４．３月の支給となります。この内容が第１条でございます。 

  次に、平成２９年６月期以降は、０．１月が増加する勤勉手当を２回の支給時期に０．０５月ずつ
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均等に配分し、６月期と１２月期の勤勉手当の支給月数をともに０．８５月とするものです。合計で

は４．３０月の支給となります。この内容が第２条でございます。 

  再任用職員に関しましては、一覧表の中段で表記しているとおり、勤勉手当の支給月数が０．０５

月の引き上げの勧告となっておりますので、お示しのとおり勤勉手当の月数に改正するものでござい

ます。 

  次に月例給付分に関しましては、平成２８年４月１日に遡及適用する内容の改正となっており、一

般職及び教育職給料表を改正するものでございます。 

  次に、附則第１項から第３項は月例給の給料表の改正を平成２８年４月１日に遡及適用すること、

勤勉手当について平成２８年１２月１日に遡及適用するものとする内払い規定でございます。 

  本件につきましては、職員団体とも協議を済ませておりますのでご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

  次に、改正条例第２条に含まれる第２８条第３項、休職者の給与の部分の改正についてご説明いた

します。 

  概要資料の３ページ目のＢ、休職者の給与関連分をご覧ください。 

  改正内容は、休職者の給与に関して休職１年目に給与の１００分の８０を支給できる規定を、休職

３年目に給与１００分の８０を支給できるに改正するものでございます。 

  まず分限休職は、同期休暇が３カ月を超える場合に生じます。体や心の心身の故障などにより病気

休暇の３カ月を超え、やむを得ず休職するに至った場合については、地方公務員法上３年間を上限と

して休職処分をすることができるものとなっております。 

  現行条例は休職の１年目に給与の１００分の８０を支給できる、２年目から３年目は給与の支給な

し、ただし年間の共済の傷病手当等による一定の生活扶助があります。 

  現行、運用につきましては、１年目から２年目は給与の支給なし。ただし、２年間の共済の傷病手

当金等による一定の生活保障があり、３年目からは共済の傷病手当金給与支給なしとなっております。 

  このことにつきましては、分限休職は職員の分限に関する条例により休職者は休職の期間中いかな

る給与も支給されない、ただし、別に条例で定めるものについてはこの限りでないとあります。別の

条例の定めがこの条例の規定であり、休職１年目は給与の１００分の８０を支給することができると

する規定でございます。 

  本町では、これまで条例の運用に際しましては財政状況などから休職に入った時点の休職１年目か

ら給与を支給することができないとし、これまで約１０年間運用を続けてまいりました。 

  病気休職の３カ月で復帰できずに分限休職に入った職員は本町ではまず共済組合から２年間は傷病
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手当金が給付され、３年目から無給となっておりました。 

  改正後の内容は、無給であった休職３年目に給与の１００分の８０を支給できるとするものです。

１年目から２年目は給料の支給なし、ただし、２年間の共済の傷病手当等による一定の生活保障があ

り、３年目に給与の１００分の８０を支給できるとするものです。 

  今回の改正は、これまで職員が病気休暇３カ月、休職２年を超して、３年目に入る事例がありませ

んでしたが、このたび長期休職の事案が発生し、現在、復職をしましたが運用の再検討を行うに至り、

共済組合の傷病手当が終了した後の休職３年目から町が１年間の給与支給を行うことに改正するもの

でございます。 

  施行期日は人事のくくりが４月１日でございますので、平成２９年４月１日とするものでございま

す。 

  この件につきましても、職員団体との協議を済ませておりますのでご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

  なお、本件は総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件」について

は会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○道工晴久議長 日程第１４、議案第８３号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件」を議

題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長公室長、保井太郎君。 

○保井町長公室長 日程第１４、議案第８３号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件につ

きましてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては雇用保険法の改正により、失業等給付の給付内容等が変更されることに

伴い、失業者の退職手当について定めた国家公務員退職手当法も改正されましたので、それに準じて、

本条例に所要の改正を行うものでございます。 

  最初に、失業者の退職手当についてご説明いたします。 

  公務員は雇用保険法の適用が除外となっております。在職期間が短い職員が退職し、支給された退

職手当の額が雇用保険の失業手当に該当する額に満たず、かつ退職後に失業している場合は、その差

額分を退職した元職員に通常の退職手当とは別に、特別の退職手当として支給するものが失業者の退

職手当でございます。 

  本町では、過去に該当者はございません。 

  それでは、改正内容をご説明いたします。お手元の議案の裏面及び条例新旧対照表をご参照くださ

い。 

  今回の条例改正に関しましては、雇用保険法の一部改正に準じた文言整理等でございます。 

  第１０条第５項中及び同条第６項中の改正は、雇用保険法の改正により６５歳以降に新規雇用され

るものにも雇用保険の適用対象が拡大され、高年齢継続被保険者を高年齢被保険者に変更されたため、

文言整理を行うものでございます。 

  次に、同条第１１項中に関しましては、広域求職活動費の適用拡大及び求職活動支援費への文言整

理です。 

  第１０条第１５号中に関しましては、雇用保険法の改正で、高年齢被保険者も就業促進手当、移転

費、または求職活動支援費の給付対象となったことに伴い、第５項、第６項に規定する高年齢被保険

者に対しても特別の退職手当として雇用保険法の規定による就業促進手当、移転費、また求職活動支

援費も支給の条件に従い支給するものでございます。 

  次に、附則第１項は本条例の施行期日について定めるもので、雇用保険法の一部を改正する法律の

施行日と同日の平成２９年１月１日としております。 

  附則の第２項から第５項につきましては、改正されました雇用保険法の内容で就業促進手当並びに

求職活動支援費の取り扱いについて定めたもので、施行日前に公共職業安定所の紹介により求職活動
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をしたものや、就職したものにつきましては従前の規定の適用を受ける旨の経過措置を定めるもので

ございます。 

  なお、本件は総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件」については会

議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１５、議案第８４号「岬町税条例の一部を改正する件」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。財政改革部長、四至本直秀君。 

○四至本財政改革部長 日程第１５、議案第８４号、岬町税条例の一部を改正する件についてご説明申

し上げます。 

  提案理由といたしましては、所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）が公布

され、同法第８条による外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税

に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本条例に所要の改正を行うものでございます。 

  なお、改正内容につきましては、本議案書とあわせて配付いたしております岬町税条例の一部改正

の概要によりご説明いたしますが、あわせて新旧対照表もご参照願います。 

  また、説明に当たりましては、主な改正内容の要点説明とし、語句の変更や改正条項等の読み上げ
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については省略させていただきます。 

  それでは、岬町税条例の一部改正の概要をご覧ください。 

  まず、今回の改正に至る経過でございますが、租税条約のある国につきましては既に法令等の整備

がなされており、本町条例におきましても今回条例の条繰り下げを行って、条例附則第２０条の３と

なる条約適用利子等及び条約適用配当等にかかる個人の町民税の課税の特例の条項が整備がされてお

ります。 

  しかし、台湾との関係における我が国の基本的立場は、国家間の国際条約を締結せず日台関係を非

政府間の実務関係として維持するというものでありますことから、日本と台湾間の投資、経済交流の

促進のための日台双方の民間窓口機関である日本の公益財団法人交流会と台湾の亜東関係協会との間

で、所得に対する租税に関する二重課税の回避と脱税の防止のための公益財団法人交流会と亜東関係

協会との間の取り決めというものが結ばれました。 

  この取り決めに基づきまして、国においては所得税法等の一部を改正する法律により外国人等の運

輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の改正がなされ、法令の名称

につきましても、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得等の非課税に関する法律（以下、

外国居住者等所得相互免除法）が改正されたことに伴いまして、本条例にも所要の改正を行うもので

ございます。 

  それでは、追加いたしました条例附則第２０条の２についてご説明申し上げます。 

  （１）といたしまして、条例附則第２０条の２では、特例適用利子等及び特例適用配当等にかかる

個人の町民税の課税の特例について追加を行うものでございます。 

  ここで特例適用利子等というのは台湾の金融機関の利子を、特例適用配当等というのは台湾の会社

の株式配当というのをイメージしていただければよろしいかと思います。 

  第１項におきましては、外国居住者等所得相互免除法に規定する特例適用利子等につきましては、

今まで適用いたしておりました条例第３４条の３の規定の総合課税の税率という形で６％を適用して

おりましたけれども、それを適用せずに分離課税の税率３％を適用するというものでございます。 

  ２項におきましては、特例適用利子等の課税に対し読みかえを行うものでございます。 

  第１号では所得控除の対象所得として、総所得金額の次に特例適用利子等の額を加えるものでござ

います。 

  第２号では控除の対象といたしまして、所得割の額の次に特例適用利子等にかかる所得割の額を加

えるもので、これによりまして調整控除、寄附金控除等の条例第３４条の６から条例第３４条の９第

１項並びに附則第７条、附則第７条の３、附則第７条の３の２にそれぞれ第１項の控除を適用するも
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のでございます。 

  第３号では、所得の計算の適用におきまして特例適用利子等に額を加えるものでございます。 

  第４号では、所得割の非課税判定時に使用する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額に特例適用利子等の額を加えるものでございます。 

  また、地方税法附則第３条の３第５項に規定する税額調整措置の適用を受ける場合におきましては、

所得割の額に特例適用利子等にかかる所得割の額を加えるものでございます。 

  第３項では、外国居住者等所得相互免除法に規定する特例適用配当等についても、分離課税（税率

３％）を適用するというものでございます。 

  ただし、４項では特例適用配当等の分離課税の適用につきましては、申告期限及び納税通知書の送

達までに分離課税の適用を受ける旨の申告書を提出する場合に限るというものでございます。 

  ５項では、特例適用配当等の課税に関しましても、第２項の特例適用利子と同様の読みかえを行う

ものでございます。 

  次に、（２）といたしまして、附則第２０条の３につきましては、条例附則第２０条の２、特例適

用利子等及び特例適用配当等にかかる個人の町民税の課税の特例を加えることによりまして、条移動

及び字句の調整にかかる改正を行ったものでございます。 

  本条例の施行につきましては、改正法附則第１条第５号に規定する施行の日から施行するものとし

ておりますけれども、政令におきまして既に施行日は平成２９年１月１日と定められております。 

  以上が、岬町税条例の一部を改正する条例の概要でございます。 

  なお、本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「岬町税条例の一部を改正する件」については会議規則第３９条第

１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 お諮りします。日程第１６、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を

求める件」から日程第１９、諮問第４号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」まで

の４件を一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、日程第１６、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から日程

第１９、諮問第４号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」までの４件は一括議題と

することに決定しました。 

  これより、本４件について提案理由の説明を求めます。岬町長、田代 堯君。 

○田代町長 日程第１６、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につきまし

てご説明を申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人権擁護委員四至本郁子氏は、平成２９年６月３０日をもって任期満了

となりますので、同氏の後任として多賀井博子氏を人権擁護委員の候補者として推薦したく、人権擁

護委員法第６条第６項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

  失礼しました。もう一度訂正いたします。人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求めるものであります。 

  住所は、岬町淡輪４２００番地の５ 

  氏名は、多賀井博子 

  生年月日は、昭和２９年３月１２日でございます。 

  学歴及び経歴につきましては裏面に記載していますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、日程第１７、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につき

ましてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人権擁護委員髙木 勇氏は、平成２９年６月３０日をもって任期満了と

なりますので、同氏の後任として奥野 洋氏を人権擁護委員の候補者として推薦したく、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 
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  住所は、岬町深日１３２２番地の１ 

  氏名は、奥野 洋 

  生年月日は、昭和２６年５月１０日でございます。 

  学歴及び経歴につきましては裏面に記載していますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、日程第１８、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につき

ましてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人権擁護委員松本稔美氏は、平成２９年６月３０日をもって任期満了と

なりますので、同氏を人権擁護委員の候補者として再推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により議会の意見を求めるものであります。 

  住所は、岬町深日８５６番地の５ 

  氏名は、松本稔美 

  生年月日は、昭和２１年７月８日でございます。 

  学歴及び経歴につきましては裏面に記載していますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、日程第１９、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件につき

ましてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、人権擁護委員小畑信行氏は、平成２９年６月３０日をもって任期満了と

なりますので、同氏を人権擁護委員の候補者として再推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により議会の意見を求めるものであります。 

  住所は、岬町多奈川谷川１６０８番地の２ 

  氏名は、小畑信行 

  生年月日は、昭和３３年１月２５日でございます。 

  学歴及び経歴につきましては裏面に記載していますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、人権擁護委員候補者４名の推薦について、よろしくお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、本４件の質疑を行います。質疑ございませんか。 

  竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 全体のことについてお伺いします。 

  確か、どこかの説明で定年ということを聞いたのかなと思うので、何歳であるのか、また、どうい

った法律により交代されたのか、その根拠の条例というのがあったら、どのようなものだったのか確

認させてください。お願いします。 
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○道工晴久議長 総務部長、古谷 清君。 

○古谷総務部長 お答えいたします。 

  根拠法というのは特にございませんけども、この人権擁護委員の推薦につきまして、法務省のほう

から一定の考えが、年齢制限という形で示されてきております。 

  今回、一部改正もありましたが、新任の委員さんにつきましては、以前は６５歳以下ということで

ありましたが、今回から６８歳以下の方に新任委員をお願いすると。 

  再任の方については、７５歳未満という考えが国のほうから示されてきておるところでございます。 

  この年齢制限に抵触する場合につきましては、法務局と事前協議をするようにということで連絡が

来ておるところでございます。 

○道工晴久議長 竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 今の説明で納得いたしました。ありがとうございました。 

○道工晴久議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 これで質疑を終わります。 

  お諮りします。本４件は人事に関することですので、委員会付託及び討論を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  これより、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」を起立により採決し

ます。 

  本件はこれを適任とする意見を付することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、諮問第１号はこれを適任とする意見を付すること

に決定しました。 

  次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」を起立により採決します。 

  本件はこれを適任とする意見を付することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、諮問第２号はこれを適任とする意見を付すること

に決定しました。 

  次に、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」を起立により採決します。 
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  本件はこれを適任とする意見を付することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、諮問第３号はこれを適任とする意見を付すること

に決定しました。 

  次に、諮問第４号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」を起立により採決します。 

  本件はこれを適任とする意見を付することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、諮問第４号はこれを適任とする意見を付すること

に決定しました。 

  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  各常任委員さんには委員会付託分の審議についてよろしくお願いを申し上げます。 

  次の会議は、１２月２２日の全員協議会終了後に会議を開きますのでご参集ください。 

  どうもご苦労さまでございました。 

（午前１１時５１分 散会） 



 

41 

 

 

 以上の記録が本町議会第４回定例会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、ここに署名する。 

                          

   平成２８年１２月７日 

 

    岬町議会 

 

 

     議     長   道 工  晴 久 

 

 

     議     員   出 口  実 

 

     議     員   竹 原  伸 晃 


